
三浦市空家等対策計画第２期(案)に関するパブリックコメントの結果について

１ 意見等の募集期間　令和７年10月１日から令和７年10月30日まで

２ 意見等の受付件数　１人・１件

３ 意見等の内容とそれに対する市の考え方

※意見等の内容のうち、個人情報に係る記載は伏字（「●」で表示）にしています。

    意見等の内容とそれに対する市の考え方は次のとおりです。なお、いただいた意見等による計画の修正は行っていません。

№ ページ 意見等の内容 市の考え方

1 8,28 　三浦市に移住し、今後も市内に住み続けたいと思っている者で
す。
空き家バンクについて、市内に転入する際にもホームページに掲
載されているものを見ましたが、件数が少なく、交通の便が悪い
ところや土地周辺の環境もあまり良いとは思えないところだけで
購入したいと思えませんでした。
　しかし8ページによると駅周辺にも空き家があるようで、まだま
だ魅力的な土地が沢山あるのではと思います。
　空き家相談会を時々開催しているようですが、土地を探してい
る人向けの相談会も開催してみてはいかがでしょうか?●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●、賃貸にお金を払い続けるより持ち家が欲しいと常々思って
います。

　空き家バンクは、空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等か
ら申込みを受けて登録した情報を、空き家の利用を希望する者に
対して提供するものです。
　土地や住宅の購入の相談については、不動産会社やハウスメー
カーなどの専門企業・団体の相談窓口をご利用いただくものと考
えています。
　なお、本市では、市の魅力や住環境などをPRするため、移住関
連イベント（セミナー・講座）の開催や移住冊子による情報発信
を行っています。今後も、転入・転居を希望する方への支援策を
検討し、移住・定住の促進を図ってまいります。


